
 

「指数対応単価アップ交渉

の勉強会」参考資料 

アジャスター業務のいろは 

の抜粋資料 
 

 



さて、岐阜車協は、指数対応単価アップを目指す活動をしています。 

 

令和３年１１月7日に「産業廃棄物説明会」を開催。 

「産業廃棄物処理費の請求の仕方」をご説明いたしました。 

その後、 

２月２２日  「第１回  アジャスター業務のいろは説明」 

５月２２日  「指数対応単価アップセミナー」を開催。 

「指数対応単価アップの課題と対策」をご説明しました。 

６月１３日  「第２回  アジャスター業務のいろは説明」 

７月４日   「産 業 廃 棄 物 処 理 費 の 請 求 の 仕 方」 

７月８日   「指数対応単価アップの課題と対策」   等の 

説明会使用資料を、岐阜車協ホームページにアップしています。 



しかし、会員登録していない組合員様は閲覧できません。そこで、

資料の一部を抜粋し、ホームページに新着情報として公開しています。 

 

今回は、アジャスター業務のいろは説明の中から、交渉と協定、指数

方式の概要、指数値の解説、指数対応単価理論、指数対応単価の実際 

について、２回分のいろは資料を抜粋し新着情報に掲載しました。 

 

初めに、さて、交渉とは？  何かお判りでしょうか？ 

 

違う立場や役割、利害関係にある双方が、共に納得できるゴールを目

指して話し合うこと。 



または、利害関係のある二者が、互いの要求を主張して、最終的な妥

結点に到達するプロセスです。 

 

例えば、交渉を勝負ごととして捉えている場合、そうした姿勢や意識

は、自然と相手に伝わってしまうものです。 

 

自分の意見を一方的に押し付けたり、相手が「無理やり押し切られた」

と感じたりしたのでは、その交渉は成功とは言えません。 

 

交渉は、マニュアルや型通りにやればうまくいくというものではなく、

それぞれが経験を通して自分の型を身に付けていくものです。 

 



「アジャスター業務のいろは」の抜粋資料  

 

【第１回 アジャスター業務のいろは説明会】  

 

Ⅰ  アジャスターについて 

 

ア ジ ャ ス タ ー と は 、 保 険 金 支 払 い 金 額 を 確 定 す る た め に 事 故 を 調 査 す

る 職 種 。 の こ と で す 。  

 

 そ し て 損 害 調 査 業 務 を 行 う ア ジ ャ ス タ ー は 、 特 定 の 損 害 保 険 会 社 に

雇 用 さ れ “ 会 社 員 ” と し て 業 務 を 行 う 専 属 ア ジ ャ ス タ ー と “ フ リ ー ラ

ン ス ” と し て 業 務 を 請 け 負 う 乗 合 ア ジ ャ ス タ ー に 分 け ら れ て い ま す 。  



 

そ し て 、 資 格 制 度 が あ り 、 「 技 術 ア ジ ャ ス タ ー 」 試 験 に は 、 「 見 習 」

「 初 級 」 「 3級 」 「 2級 」 「 1級 」 の ５ つ の 技 能 ラ ン ク が 存 在 し て い ま

す が 、 但 し 、 1級 の 試 験 は こ れ ま で 行 な わ れ た こ と が な い た め 、 1級 を

持 っ て い る 人 は い ま せ ん 。  

 

業 務 と し て 、 ア ジ ャ ス タ ー は 法 令 順 守 し 「 安 全 ・ 安 心 な 板 金 塗 装 修 理

作 業 」 に て 、 原 状 復 帰 す る 修 理 費 （ 標 準 価 格 ） に つ い て 修 理 工 場 と 交

渉 し ま す 。  

 

「６．交渉と協定」 

 

初 め に 「 協 定 」 に つ い て 解 説 し ま す 。  



協 定 と は 、 被 害 車 両 の 修 理 見 積 書 に 対 し て 保 険 金 請 求 権 者 又 は 自 動 車

修 理 業 者 と 、 損 保 会 社 側 で 修 理 費 を 協 議 し 定 め る と い う こ と で す 。  

 

通 常 は 自 動 車 修 理 業 者 と 損 保 会 社 の 技 術 ア ジ ャ ス タ ー 間 で 協 定 す る こ

と に な り ま す が 、 事 故 車 の 所 有 者 が 、 損 保 会 社 の 技 術 ア ジ ャ ス タ ー と

直 接 協 定 す る こ と も で き ま す 。  

 

ち な み に 、 協 定 ま で の 流 れ は 、 初 め に 、 保 険 会 社 は 損 害 調 査 事 業 者 の

ア ジ ャ ス タ ー に 車 両 の 損 害 調 査 を 委 託 し ま す 。  

 

ア ジ ャ ス タ ー が 損 害 調 査 を 行 い 、 修 理 工 場 と の 間 で 修 理 の 範 囲 や 方 法 、

修 理 費 に つ い て 協 議 。 協 議 が ま と ま れ ば 、 保 険 会 社 と 修 理 工 場 と の 間

で 修 理 費 協 定 を 結 び ま す 。  



続 い て 、 「 交 渉 」 に つ い て  

ア ジ ャ ス タ ー が 工 場 に 対 し 交 渉 し ま す 。  

そ し て 、 ア ジ ャ ス タ ー は 「 応 酬 話 法 」 を 交 渉 に 利 用 し ま す 。  

 

交 渉 に 関 す る 基 本 的 な Ｑ ＆ Ａ を 知 っ て い る と 、 ア ジ ャ ス タ ー に 用 意 さ

れ て い る 「 返 答 事 例 」 を 適 切 に 活 用 し て い る こ と が 判 り ま す 。  

私 共 は そ の 返 答 を 知 っ て い る こ と で 、 そ れ な ら ば 次 に 、 ど ん な 質 問 を

し た ら 良 い の か ？  事 前 に 研 究 し 、 交 渉 を 有 利 な 展 開 に 変 え ま し ょ う 。  

 

例 え ば ア ジ ャ ス タ ー は 誉 め る だ け で は な く 、 一 方 で は 否 定 し て き ま す 。  

 

ア ジ ャ ス タ ー は 交 渉 す る 時 に 、 こ れ は 「 指 数 に 含 ま れ ま す 」 「 指 数 が

間 違 っ て い ま す 」 「 協 定 で き ま せ ん 」 を 巧 み に 使 い ま す 。  



※ こ の よ う に 返 答 す る た め に 、 適 宜 、 応 酬 話 法 を 活 用 し て い ま す 。  

 

【返答の一部（１．～５．）をご案内】 

 

一  工 賃 高 額 要 求 へ の 対 応  

 

１． 高 額 鈑 金 工 賃 の 要 求 に 対 し て  

２． 設 備 ・ 機 器 に 絡 む 高 額 要 求    

３． 指 数 が 低 い と す る 要 求  

４． 指 数 対 応 単 価 が 低 い と す る 要 求  

５． 時 間 が か か る こ と を 理 由 に し た 高 額 要 求  

６． 丁 寧 な 作 業 を 理 由 に し た 高 額 要 求  



７． 技 術 優 秀 を 理 由 に し た 高 額 要 求  

８． 根 拠 の な い 不 当 な 高 額 要 求  

 

二  部 品 取 替 え 要 求 へ の 対 応  

９． 仕 上 が り 精 度 を 理 由 に し た 要 求  

１ ０ ．  実 作 業 と 異 な る 無 理 な 要 求  

１ １ ．  修 理 で は 時 間 が か か る と す る 理 由 の 要 求  

 

三  塗 装 料 金 の 高 額 要 求 へ の 対 応  

１ ２ ．  丁 寧 な 作 業 を 理 由 に し た 高 額 要 求  

１ ３ ．  材 料 価 格 が 高 額 と す る 要 求  

１ ４ ．  塗 装 範 囲 を 理 由 に し た 高 額 要 求  

１ ５ ．  特 殊 塗 装 を 理 由 に し た 要 求  



そ れ で は 、 【 返 答 の 一 部 （ １ ． ～ ５ ．） を ご 案 内 】  

 

１ ． か ら 順 に ア ジ ャ ス タ ー の 返 答 例 を ご 案 内 し ま す 。  

 

一  工 賃 高 額 要 求 へ の 対 応  

 

１． 工 場 の 高 額 鈑 金 工 賃 の 要 求 に 対 し て  

 

・ 金 額 の み と ら え て 論 議 し て は い け な い 。  

・ 「 工 賃 は 作 業 時 間 と レ ー ト か ら 算 出 さ れ る 」 と い う 原 点 に 立 っ て の

話 し 合 い が 必 要 で あ る 。  

・ 時 間 は 「 半 日 」 な ど 漠 然 と し た 作 業 全 体 に 要 す る 時 間 で は な く 、 時

間 の 物 差 し を 同 じ に す る 。  

（ 直 接 作 業 時 間 を 対 象 に し た 話 し 合 い ）  



※ こ の 作 業 は ど の よ う な 方 法 で 行 い ま す か ？  

※ そ の 作 業 時 間 は ど の 位 を 見 込 ん で い ま す か ？  

※ そ の 工 賃 は 「 何 々 」 を 取 り 外 し た 状 態 か ら 時 間 で 考 え て い ま す か ？  

 

２． 設 備 ・ 機 器 に 絡 む 高 額 要 求    

 

・ 設 備 投 資 の 償 却 は 原 価 計 算 に お い て 工 賃 原 価 に 算 入 さ れ ま す 。  

・ レ バ ー レ ー ト に 反 映 さ れ る 償 却 相 当 分 は わ ず か な 額 で す 。  

 

※ 機 器 を 使 用 す る こ と に よ っ て 、 短 時 間 で 仕 上 げ ら れ ま す 。  

※ こ の た め 消 化 台 数 が 増 加 し 、 効 率 が ア ッ プ し ま す 。  

※ 他 工 場 で 難 易 な も の も 、 一 定 時 間 で 修 復 で き ま す 。  

※ 集 客 メ リ ッ ト も あ る の で は な い で す か ？  



３． 指 数 が 低 い と す る 要 求  

 

・ ど れ が 低 い の か ？ ま た 、 何 と 比 べ て な の か ？ こ の 点 を 聴 取 す る 。  

 

※ 全 部 が 低 い わ け で は な い 。 高 く な っ て い る と こ ろ も あ り ま す 。  

※ 当 面 は 現 行 の 指 数 を 使 っ て い た だ き た い 。  

 

４． 指 数 対 応 単 価 が 低 い と す る 要 求  

 

・ 同 地 区 の 他 工 場 と 比 較 し て ど う な の か ？  

・ 高 額 要 求 の 背 景 を 知 る こ と も 大 切 。  

（ 元 請 け へ の レ ス は ど う な の か ？ な ど ）  

・ 対 応 単 価 は 日 整 連 の 実 績 資 料 を 参 考 に 策 定 さ れ て い る 。  



・ そ の レ ー ト は ど の よ う に し て 算 出 し た も の で す か ？  

 

５． 時 間 が か か る こ と を 理 由 に し た 高 額 要 求  

 

・ 技 術 が 劣 る た め 時 間 が 長 く な る の は 料 金 に 反 映 し な い 。  

 

※ 時 間 が か か っ て も 「 修 理 完 成 」 の 価 値 は 同 じ と 考 え ま す が ・ ・ ・ ？  

※ 一 般 的 な 標 準 の 時 間 を 基 本 と し て 工 賃 を 算 出 し て い ま す 。  

※ 当 然 、 必 要 な 作 業 時 間 は 十 分 に 考 え て い ま す 。  

 

 作 業 者 の 作 業 能 率 は ど う か （ 技 術 上 の 問 題 点 ）  

 研 究 ・ 教 育 は 十 分 か ？  機 器 ・ 工 具 は 満 足 か ？  な ど 他 工 場 の 例 を

紹 介 す る 。 日 頃 か ら 新 情 報 を 提 供 す る な ど  



 

こ れ ら の 返 答 に 対 し て 、 疑 問 に 思 う こ と を 何 で も 質 問 し ま し ょ う 。  

自 研 セ ン タ ー で 得 ら れ な い 、 ア ジ ャ ス タ ー の 回 答 が 得 ら れ ま す 。  

 

こ れ か ら 説 明 す る ８ 番 目 の 質 問 法 を 活 用 す る こ と を お 勧 め し ま す 。  

 

１． イ エ ス ・ バ ッ ト 法  ２ ． オ ウ ム 返 し 法  ３ ． 否 定 法  

 

４ ． 資 料 活 用 法     ５ ． 例 話 法     ６ ． 黙 殺 法  

 

７ ． 話 題 転 換 法     ８ ． 質 問 法  

 

 

 



【指数対応単価の理論】「１３．の指数対応単価の理論」 
 

 

※ 見 積 料 金 を 算 出 す る た め に 指 数 と 対 に な っ て 用 い ら れ る 単 位 当 た り

の 価 格 （ 円 ） を 表 示 し た 数 値 が 、 指 数 対 応 単 価 で す 。  

指 数 対 応 単 価 は 各 工 場 か ら の 損 益 計 算 書 な ど の 立 証 資 料 に 基 づ き 個 別

に 認 定 さ れ る べ き で す が 、 各 工 場 の 立 証 ロ ー ド な ど を 勘 案 の 上 、 各 種

統 計 資 料 か ら 得 ら れ る 工 賃 総 原 価 を 基 に 平 均 値 的 に 対 応 単 価 を 認 定 し

て い ま す 。  

よ っ て 、 各 工 場 か ら 指 数 対 応 単 価 を 算 出 す る の に 必 要 か つ 十 分 な 資 料

の 提 出 が な い 場 合 に は 、 す で に 連 絡 済 み の ガ イ ド ラ イ ン に よ る こ と と

し 、 具 体 的 な 資 料 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、 当 該 資 料 を 参 考 に 指 数 対

応 単 価 を 算 出 す る 。 こ と に な り ま す 。  



→  ※なお、損保の指数対応単価の算出式については、具体的に

「指数対応単価アップの課題と対策」にて詳細をご説明しています。 

 

【指数対応単価に利益率を加味しない理由】 
  

a. 原 価 に つ い て は 、 き っ ち り 保 証 さ せ て も ら う が 、 利 益 に つ い て は

企 業 努 力 を お 願 い す る と い う ス タ ン ス を 採 っ て い る た め 、 利 益 率

は 加 味 し て い ま せ ん 。  

 

b. 工 賃 総 原 価 を 、 実 働 ７ 時 間 ・ 稼 働 率 ６ ８ ％ と し て 計 算 し た 直 接 作

業 時 間 で 除 し て 標 準 単 価 を 算 出 し て い ま す 。  

実 際 の 実 働 は ７ 時 間 を 超 え て い る も の と 思 わ れ ま す  

よ っ て 、 本 来 、 対 応 単 価 は 多 少 小 さ く な る と 考 え ら れ ま す 。  



 

(1) 標 準 対 応 単 価  

あ る 年 度 に お け る 標 準 地 域 （ 全 国 標 準 地 域 ） の 代 表 的 な 対 応 単 価

の こ と を い い ま す 。  

日 本 自 動 車 整 備 振 興 会 連 合 会 （ 以 下 日 整 連 と 略 す ） の 指 導 す る ア

ワ ー レ ー ト （ 工 賃 率 ） 即 ち 原 価 会 計 処 理 を 基 礎 に し た 算 出 方 法 を

尊 重 し て い ま す 。  

具 体 的 に は 、 ま ず 一 般 管 理 費 の 一 部 も 含 め た 、 工 員 １ 人 当 た り 月

平 均 工 賃 総 原 価 を 求 め 、 こ れ を １ 時 間 当 た り 原 価 に 細 分 割 す る た

め に 、 月 当 た り の 直 接 作 業 時 間 （ 原 価 の 対 象 に な る 時 間 の こ と 稼

働 率 ６ ８ ％ ） （ 間 接 作 業 時 間 、 作 業 待 ち 時 間 、 休 息 時 間 な ど を 含

ま ず ） で 除 し て 標 準 対 応 単 価 を 求 め て い ま す  



こ の こ と は 工 賃 人 件 費 の み な ら ず 、 産 業 廃 棄 物 処 理 費 費 用 な ど 工

場 経 費 も 対 応 単 価 に 反 映 さ れ て い る こ と 。  

ま た 、 直 接 作 業 時 間 に 係 る 経 費 の み な ら ず 、 間 接 作 業 時 間 に 係 る

経 費 で あ っ て も 、 工 賃 売 上 の 原 価 で あ る 限 り 、 対 応 単 価 に 反 映 さ

れ る こ と を 意 味 し て い ま す 。  

基 本 デ ー タ ー と し て は 、 日 整 連 編 「 自 動 車 整 備 工 場 の 経 営 指 針 と

給 与 実 態 」 で 平 均 規 模 の 数 値 を 利 用 し て い ま す 。  

  尚 、 平 均 規 模 の 数 値 を 基 本 デ ー タ ー と し て 算 出 し て い ま す 。 又 、  

平 均 規 模 工 員 数 は １ ０ 人 と し て い ま す 。  

 

（ ２ ） 地 域 指 数  

   同 年 度 で 標 準 地 域 （ 全 国 平 均 ） と 、 あ る 地 域 と の 比 較 を 指 数 値



で 示 し た も の を 地 域 指 数 と い い ま す 。  

   全 国 整 備 料 金 の 実 態 を 示 し て い る 日 整 連 編 「 車 検 ・ 点 検 整 備 料  

金 実 態 調 査 結 果 」 に よ る と 、 大 都 市 を は じ め 郡 部 ま で 人 口 １ ０  

０ 万 以 上 の 都 市 ・ ５ ０ 万 以 上 の １ ０ ０ 万 未 満 の 都 市 ・ １ ０ 万 以  

上 ５ ０ 万 未 満 の 都 市 ・ １ ０ 万 未 満 及 び 郡 部 の ４ 通 り の 区 分 体 で  

そ の 実 態 把 握 を 行 っ て お り 、 地 域 ご と に こ と な っ た 整 備 料 金 の  

存 在 が 明 示 さ れ て い ま す 。  

こ の 実 態 を い か に 適 正 に 合 理 的 に 取 り ま と め る べ き か 検 討 さ れ  

た も の が 地 域 指 数 で す 。  

地 域 指 数 は 各 都 道 府 県 と 標 準 地 域 と の 比 率 を 利 用 し て 求 め ま す 。  

 

  



（ ３ ） 工 場 ラ ン ク  

   車 体 整 備 お よ び 一 般 整 備 の 施 設 規 模 や 工 場 資 格 ・ そ の 他 グ レ ー  

ド を 重 複 勘 案 し て 付 与 す る も の で す 。  

生 産 性 の 違 い は 、 分 析 す る と 工 賃 率 や 受 注 量 な ど に 影 響 さ れ て  

お り 、 特 に 工 賃 率 の 違 い は 、 日 整 連 編 「 自 動 車 整 備 工 場 の 経 営  

指 針 と 給 与 実 態 」 の 中 に 数 値 を も っ て 示 さ れ て い ま す 。  

こ の 実 態 を い か に 適 正 に 合 理 的 に 取 り ま と め る べ き か 検 討 さ れ  

た も の が 工 場 ラ ン ク で す 。  

考 え 方 と し て は 、 規 模 別 に す な わ ち 工 場 の 取 得 資 格 に 応 じ て 与  

え ら れ る も の で す 。  

基 本 デ ー タ ー と し て 、 設 備 ・ 規 模 ・ 直 接 作 業 員 数 ・ 取 得 資 格 の  

重 複 な ど を 勘 案 し て い ま す 。  



な お 、 対 応 単 価 は 標 準 指 数 と 対 に な っ て 使 用 さ れ る も の で あ り 、  

指 数 の 設 定 に な い 作 業 項 目 の 修 理 料 金 を 算 出 す る の に 使 用 さ れ  

る 工 賃 率 と は 必 ず し も 等 し く な い 点 に 注 意 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

※一方、レバーレートは工場や会社を経営維持するための経費を元に

計算された「工場地代家賃」や「工場減価償却費」を含むレートです。 

 

その他、利益も加味された値がレバーレートです。 

 

 

 

 



【第２回 アジャスター業務のいろは説明会】 

 

一  指 数 方 式 の 概 要  

 

二  指 数 値 の 解 説  

 

※現在の標準作業指数で定められている作業時間が現状の修理実情に

沿わない理由。  そして、具体的な対処方法についてご提案。 

初めに、塗装費用は、次の算出式です。 

 

塗装費用   ＝  指数対応単価×塗装指数  ＋  ※ 材料代  です。 



 

※ 〖材料代〗＝  指数対応単価×塗装指数 × ※ 材料費目安割合です 

そして、 ※ 〖材料費目安割合〗は、 

 

ソリッド  １２％、メタリック  １４％、２コート  １５％ 

３コート  １５％   となっています。 

 

これらは塗装指数を使う場合の本来の塗装材料費の目安割合です。 

しかし、この割合で材料費を請求する方はお見えではないと思います。 

 

塗装工賃に対し、材料費目安割合を掛けて算出するわけですが、塗装

材料費が値上がりしている為、この割合を変更して材料費を算出して

いるものと思います。 



例えば、これらの割合を、１．７倍にして、 

ソリッド  ２１％、メタリック  ２４％、２コート  ２６％ 

３コート  ２６％  など、このように本来の材料費目安割合を 

そのまま使用していないと思います。 

 

そして協定する際、アジャスターはある程度の変更を容認しています。 

 

なぜでしょうか？   

 

指数対応単価の変更や指数の変更は、簡単に認めないにも係わらず、

〖材料費目安割合〗を変更した場合は、簡単に容認します。 

それでは、皆様は、実際に使用した塗装材料費、つまり塗装材料費の

原価はいくらなのか？  ご存じでしょうか？ 



 

皆様は材料費を把握しないで、適当に塗装費を請求していませんか？ 

 

しかし、現実的に大変面倒なことなので、塗装材料費を計算したこと

がない組合員様が大半のようです。 

塗料材料費に関して、原価を知らないまま販売価格を決めているので

す。その決め方は、材料費目安割合の理由を理解しないで、この程度

なら認められるだろうと考えて材料費目安割合を変更しているのです。 

 

〖材料代〗＝  指数対応単価×塗装指数 × 材料費目安割合です。 

この材料費目安割合はどのように定められたのか？お判りでしょうか。 

 



そこで、材料費目安割合から算出される「塗装材料費」とは？ 

 

１．｛塗装面積について｝ 

・塗装面積に対応した材料代の算出式を設定しています。 

 

２．｛材料の測定方法について｝ 

  ・重量で測定・・・・塗料、シンナー、脱脂剤、パテ、コンパウ 

ンド、シーラー、ウエスなど 

 

  ・個数で測定・・・・粘着テープ、ストレーナ、ＰＰカップなど 

 

  ・枚数で測定・・・・研磨紙など 

 



  ・長さで測定・・・・マスキングペーパー、テープなど 

 

３．｛使用量の決定について｝ 

  ・車種別、部位別、塗料別としています。 

   

・主材料については、ロスする材料分として２０％を加算 

          つまり、ロス率は２割であり、調色に要する余分な塗料は 

     ２割以下となります。 

 

｛主材料について｝ 

  ・塗料、クリア、プラサフ、硬化剤、各シンナー 

 



そして、 

※各塗色の原色価格を保険事故車修理発生頻度で加重平均する。 

   つまり、塗料は、３年前の実績から、赤、青、白、黒などの 

原色とソリッド、メタリック、パールなどの割合で加重平均 

します。特別な塗料は含まれません。 

 

 ※次に、原色価格は、塗料メーカー３社の市場調査価格の平均値。 

  

※その他の材料代は自研センターの購入価格です。 

            

          



このように、自研センターにおいて、 

１．｛塗装面積｝２．｛材料の測定方法｝３．｛使用量の決定｝を 

基準として、塗装材料費を求めています。 

 

そして、塗装工賃と比較し〖材料費目安割合〗を、次のように定めて

います。 

 

ソリッド  １２％、メタリック  １４％、２コート  １５％ 

３コート  １５％  です。 

しかし、 

塗装材料費が、高騰していても、まったく変更されません。 

要するに、エネルギーの値上がり（塗装材料費の値上がり）などに 



より物価が上がります。物価上昇により、工賃も値上がりしている 

はずだから、修正する必要はない。という論理です。 

 

つまり、塗装材料費の上昇に合わせて工賃が上昇している。よって、 

〖材料費目安割合〗を修正する必要性がない。ということです。 

通常、物価が上がれば、工賃が上がる論理です。 

              

 

それでは、実際に塗装材料費を計算された方に、アジャスターに材料

費の値上げ交渉する上で、「違った説明の仕方」をご提案します。 

塗装材料費は、塗装工賃に比例（材料費目安割合）して算出されるも

のです。 



つまり、損保の論理道理であれば、塗装工賃は指数対応単価×塗装指

数ですので、この塗装工賃は、塗装材料費と比例していなければなり

ません。 

逆説的に、実際に使用した塗装材料費を求めてから、塗装工賃を決定

します。損保の論理が正しいと認め、塗装材料費から工賃を求めます。 

 

それでは、一例でご説明します。 

１．指数対応単価： 6,000 円、合計塗装指数  ５  とします。 

そして、材料費目安割合が１５％の場合の塗装費用は 

 

・塗装工費    30,000 円  （×１５％） 

・塗装材料費    4,500 円   合計  34,500 円 



 

※続いて、実際の塗装材料費を計算します。 

 

２．実際に塗装材料費が、 8,000 円であった場合、 

材料費目安割合を２７％に変更します。 

・塗装工賃    30,000 円  （×２７％） 

・塗装材料費    8,100 円   合計  38,100 円 

 

続いて、実際に使用した塗装材料費から、損保の論理通りに塗装工賃

を決定してみます。 

 

３．指数対応単価：Ｘ 円、合計塗装指数  ５  とした場合、 

材料費目安割合が１５％と仮定します。 



 

塗装材料費を 8,000 円となるためには、指数対応単価を変更する必要

があり、その場合は、指数対応単価は 10,666 円となります。 

 

５Ｘ  ＝  ８，０００円  ÷  １５％ 

Ｘ  ＝  １０,６６６円  となります。 

 

よって、塗装の指数対応単価は、１０,６６６円  が算出されます。 

 

そして、損保の論理通りで算出した場合の塗装費は 

 

・塗装工賃    53,330 円（１０,６６６円×５） 

・塗装材料費    8,000 円    合計  61,330 円 



【標準作業指数】は、その根拠として作業者の経験年数から

使用工具、作業環境などを標準条件として定め、その条件下で各車両

の作業時間計測や部品構造、ボルト溶接点数の確認などを基に標準作

業指数（作業時間）を算出しています。 

 

現在の標準作業指数で定められている作業時間の全てが現状の修理実

情に沿っているとは思えませんが、まずは標準作業指数をひとつの

「ものさし」と考え、例えば標準作業条件と自社の作業条件、作業品

質の違いや標準作業指数の作業範囲と異なる作業の取り扱いなど標準

作業指数の検証や計上のモレの解消などが重要です。 

 

 



【指数作成の前提条件として】 

 

１  車両は1～2年使用 (2～3万キロ走行)、汚れ、錆付は軽度な車両で 

あること。 

 

２  工場設備はスポット・アーク・ガスの各溶接機、簡易ボデー修正 

機を有する一般的な工場であること。 

 

３  内板骨格修正指数を使用できるのは 4点固定で多方引きが可能な 

修正機を有する工場であること。 

 



４  作業者は実務経験3年程度の技能を持った者、補修塗装は実務経 

験5年または金属塗装技能検定2級程度を有する者であること。 

 

５  部品はパーツカタログ記載部品で原則としてメーカー出荷状態で 

損傷のない部品（ディラーオプション・社外品除く）であること。 

作業方法は安全で合理的且つ経済的な修理方法で、車両の機能、

程度に応じた品質に配慮した作業方法であること。 

 

指数は、標準正味作業時間に余裕率３０％を付加し、標準準備作業時

間、その他要素を加算して指数は作成されます。 

 

      参考：余裕率３０％はアジャスターマニュアルより 
 



標準作業時間（指数1.0）は標準正味作業時間

＋標準準備作業時間＋その他要素 

 

（正味時間＋準備時間＋余裕時間） 

 

 

続いて、「指数」について紐解きします。 

 



一  指 数 方 式 の 概 要  

 

（１）指数設定の背景 

 

① 相場料金（昭和 55年頃まで）    

② 脱着・取替標準作業時間（昭和 53年に3ヶ年計画で推進委員会発足） 

③ 指数（昭和 60年以降） 

 

当初の段階は、車体整備業界の現状をできるだけ踏まえた作業手順、

方法、範囲、条件などを考慮し、作業研究の方法論に準拠して、時

間計測を行い、小型乗用車２０車種の脱着・取り換えについて標準

作業時間表を策定した。 



しかし、実測作業に基づく「標準作業時間表」の作成に膨大な時間

を要しました。そこで、昭和６０年からは「基表方式」により「指

数」の作成を開始しました。 

「基表方式」とは、それまでに測定した作業データを統計的に処理

することにより得られた、例えばスポット1点、ボルト1本等最小単

位の締結要素や作業要素毎の「基表値」を用いて指数を作成する方

法で、この方式の採用により車両構造や修理方法など必要な調査を

実施することで迅速に「指数」を作成できるようになりました。 

 

※相場料金体系から合理的な体系への移行は、段階的に進める必要が

あり、その第一段階として指数を採用しました。  



また、このような考え方は昭和５６年１１月の「運輸省自動車局長」

通達にも沿うものと判断されます。  

 

（２）指数設定のための条件づくり 

 

① 修理費実態調査  

   各地域の水準・車両各部位における損傷頻度と修理費、取替と  

修正の実態などが明らかな基礎データとして活用されました。  

 

②車体構造調査資料の作成  

自研センターにおける標準作業時間の策定が、相場料金の設  

定されている全車種を網羅していない現状を踏まえて「構造  



調査シリーズ」を発行しています。  

 

④ 作業項目・摘要の明確化 

   構造調査を基に従来の作業項目を事故車両の作業項目という 

観点から見直し、従来の作業項目を削除、新設を行って脱着、 

又は、取替の一本化も併せて検討しました。 

 

⑤ 標準作業時間の解析 

  見直し改定を行った新しい作業項目・摘要に従って標準作業時 

間を分析し直し、不足するデータについては、参考作業時間や  

臨時の時間測定を実施するなどして、各作業項目別に各車種に  



共通する作業時間（作業量）と、車種により加除すべき作業時  

間を洗い出して整理しました。  

 

（３）指数の内容 

    指数とは「時間を参考として、一定の作業方法と範囲におけ  

る作業を、作業量として無名数で表示したものである。  

従って、作業量に対する単価を乗ずることにより、事故車見  

積用の料金が算出できるものである。」との観念に立ったも  

のです。  

 

標準指数  ×  対応単価  ＝  修理料金  

              という関係です。  



（４）損保業界の指数化推進の方向 
 

① 今後の指数策定 

 

a.脱着・取替関係 

イ．メカニカル関係の脱着、取替等の２５項目 

ロ．ボデー関係の脱着、取替等の４２項目 

ハ．ガラス関係の脱着、取替等の３項目 

 

  b.外板修正関係 

イ．経験の差による違いが出ない   

ロ．面積算定の平易化   



ハ．作業難易度の判断の平易化 

を基本方針として策定しました。 

 

  c. 塗装 

イ．新しい塗料への対応  

ロ．事故車補修塗装の実態に対応   

ハ．材料代の明確化 

を基本方針として策定しました。 

 

  d. 粗出し関係 

 



二  指 数 値 の 解 説  

 

（１）指数の策定方式 

    

 基本的な考え方   

     a.100 分の1単位として、その最小単位は0または5、例えば 

1.05 、 1.10 と表示されます。 

 

            b.正味時間が短いもの、作業項目に対する作業量の小さい 

ものは比較的細密に、作業量の大きい作業項目に対して 

は、妥当性という見地から自研タイムの最長時間が採用 

されています。このため、指数に変更を必要としない程 



度の付属品の増加、若干の構造の違いはこの策定した指 

数の中に含まれ、吸収されているという考え方が成立し 

ています。 

       

１  指数方式とは？  （昭和 55年～昭和 60年）部品方式とも言う 

      １）自研タイム法、２）構造調査法、３）合成法により 

指数を策定 

  

１）自研タイム法 

     自研タイムをベースに構造機構類似のものを統一し、一律 

表示とした。同じグループに分類し段階表示とした。 

同じく、要素別に分類、再統一の上表示した。 



 

２）構造調査法 

     基表・自研タイムをベースに構造機構類似のものを統一し、 

一律表示とした。同じく、グルーに分類し段階表示とした。 

 

３）合成法 

      完成した指数に基表・自研タイムを加減して、新しい指数 

表示とした。同じく、完成した指数と完成した指数とを加 

えて、新しい指数表示とした。 

 

 

 

 



２  基表方式とは？   

（昭和 60年以降）ボルト方式ともいう標準資料法に則したもの 

 

 

 

 

標準資料法とは？ 

   同一種類に属する仕事の作業内容を定常要素と可変要素とにわ 

け、予めそれらの作業測定を行い、変動要因と時間値との関係 

を解析して時間公式または時間資料を作り、個々の作業の時間 

設定には、その都度時間を測定することなく、これらの資料を 

使用して標準時間を求める方式です。 

 

 

 



※まとめ： 

基表は時間観測をすることなく、構造調査の結果に基づき、 

基表の内容に当てはめれば、その標準時間が求められ、それ

を基本に指数を策定する方式が基表方式です。 

 

基表はボルト、スクリュー、スポットなど脱着に係わる単位 

当たり（1本、1個）の時間、合わせ、計測に係わる時間など 

を事故車を修理するのに必要な要素を全て網羅してあります。 

構造調査に基づき難易度に応じたボルトが何本か確認できれ 

ば、１本当たりの時間を乗じ、その他必要な時間を付加する 

ことで指数が出来上がることになります。 



d.指数方式の具体例 

 

   （例）フロントバンパーの脱着 

自研タイムでは、０．４０又は、０．３５又は、０．３０ 

の３区分を採用しました。 

そして、車格値を加算します。 

              ０．４０＋０．１０＝０．５０ 

０．３５＋０．１０＝０．４５ 

０．３５＋０．０５＝０．４０ 

０．３０＋  ０   ＝０．３０    

結果４区分となります。 



e.基表方式の具体例 

 

   （例）フロントバンパーの脱着 

      正味（本体 6.2）×余裕 1.3＋準備 7.0＋車格 6.0 

                         ＝２１．０（分） 

           よって、指数は０．３５です。 

  

 正味（本体 6.2）は、単位当たりのボルトなどの時間（基表値）に

当該車種の組付けボルトの数を掛けて求められた数値や合わせの時間

を（基表値）などを加味して算出されたものであり、ボルト（スポッ

ト）方式ともいわれています。 

 



d.指数方式の具体例 

   （例）フロントバンパーの脱着 

自研タイムでは、０．４０  そして、車格値を加算 

  よって、 ０．４０＋０．１０＝指数は０．５０  となります。 

 

 

e.基表方式の具体例 

 

   （例）フロントバンパーの脱着 

      正味（本体 6.2）×余裕 1.3＋準備 7.0＋車格 6.0 

                         ＝２１．０（分） 

   よって、指数は０．３５となります。 

つまり、指数方式と基表方式では、同じ車両でも指数は違います。 



この例では、基表方式の場合は、指数方式の７掛けとなります。 

そして現在「基表方式」が採用されているため、実際の車両で行った

指数ではありません。 

従って、標準指数は、実際の正しい指数の7掛けと考えられます。 

 

但し、工賃 ＝ 標準指数×対応単価が採用

されています。この両方共に課題ですが、 

私 共 に は 、 標 準 指 数 と 対 応 単 価 の 両 方 を タ ー

ゲ ッ ト と し た 交 渉 は 困 難 で す 。  

 

 



ご 提 案 ： 工 賃 を 上 げ る た め に は 、 対 応 単 価 に

絞 っ た 交 渉 を 行 う 方 が 賢 明 で す 。  

 

仮 に 、 【 年 間 ２ , ０ ０ ０ 万 円 の 工 賃 の 場 合 】  
 

年間工賃は、年間合計指数  × 対応単価です。 

  年間指数   対応単価    年間工賃 

１） ３,０７７×６,５００円≒２,０００万円 

２） ３,０７７×８,０００円≒２,４６１万円（レート 1.23 倍） 

３） ３,７８７×６,５００円≒２,４６１万円（指数値 1.23 倍） 

１） は昨年度の実績とします。 

２） は今年度の指数対応単価をアップした場合とします。 



３） は今年度の指数をアップした場合とします。 

（例えば、合計指数がミッチェル指数を利用したことに 

より増加した場合です。） 

 

なお、指数を自社で計測し損保に認めてもらうことは大変困難です。

よって、ミッチェル指数などを活用することになります。 

 

従って、 

レート８,０００円（ 1.23 倍）または、指数値３,７８７（ 1.23 倍）に

することにより、今年度の年間工賃をアップすることが可能です。 

どちらかの方法で、今年度は、１．２３倍にできたと仮定します。 

しかし万一、来年度にミッチェル指数が活用できなくなった場合は、



指数対応単価は６,５００円が基準となり、年間工賃はダウンします。 

万一、翌年、ミッチェル指数を使用できない場合は、対応単価が変わ

らないまま合計指数が減少することになり、結果工賃がダウンします。 

 

【 ご 提 案 の ま と め 】  

 

「指数対応単価」については、アジャスターと交渉の余地があります。 

しかし、「指数」についてはミッチェル指数など認められている場合

を除き、自社指数を使用するなど指数値変更の交渉余地はありません。 

要するに、指数値は、毎年度アップすることはありません。 

しかし、毎年度「指数対応単価」はアップ交渉することが可能です。 



「アジャスター業務のいろは」全文資料 

 

※初めに岐阜車協ホームページ「会員専用 

にログイン」する。 

・画面左側の「活動報告」をクリックする。 

・次に、「詳しく見る」をクリックする。 

・画面の最下段「講習履歴」の中から、 

２月２５日付「第１回  アジャスター業務 

のいろは説明」  ＆ 

６月１３日付「第２回  アジャスター業務 

のいろは説明」をクリックします。 


